
日本神経学会会員の皆様へ 
 
日頃からてんかんをもつ方の治療につきましては、ご協力をいただき感謝申し上げます。 
 
現在、未曾有の震災に対しまして、東北地方貴学会および本学会会員の情報に従い、上

記の治療薬を持参する医師団が東北大学てんかん科、国立精神・神経医療研究センター病

院てんかんセンター、西新潟中央病院てんかんセンター、静岡てんかん・神経医療センタ

ーから被災地へ派遣されております。今後は被災地から避難される方々の受け入れ、後続

チーム派遣の問題、治療体制の連携など多くの問題が残されていますが、厚生労働省との

緊密な連携の下、対応してゆきます。 
 
日本神経学会会員の方々には、すでに救助と治療にご多忙と存じますが、引き続きてん

かんの患者さまにつきましても緊急な治療対応と安全な地域への移動の援助をよろしくお

願いいたします。抗てんかん薬が入手困難な場合には地域の日本てんかん学会てんかん専

門医（本学会 HP に掲載）あるいは会員へお問い合わせください。 
 
また、本学会賛助会員の各製薬会社から提供された抗てんかん薬を東北大学病院、仙台

医療センター災害対策本部（022-293-1111 薬剤科）にあずかっていただいております。抗

てんかん薬の在庫が少なくなった治療施設の方々には、同施設へご連絡の上受け取りのご

相談をお願いします。 
 
日本てんかん学会は貴学会会員のご協力をいただき、この災害で困難な状況に直面する

てんかんをもつ方々の治療に責任を持って対応したいと思います。以上各方面の方々のご

協力に感謝しつつ、復興を願って私から緊急のお願いといたします。 
 

平成２３年３月１９日 
                         日本てんかん学会 
                         理事長 兼子 直 
 



2011年３月16日

自治体の皆さま、マスコミの皆さま へ

「東日本大震災」で被災した皆さんに

正しい医療情報を提供してください

てんかんは、継続した治療が必要です。服薬を、中止しないようにしま

しょう。

てんかんは、急に服薬をやめると “てんかん重積状態” といって、

普段の発作がどんな発作であれ、全身けいれんがおこり、なおかつ止ま

らなくなってしまうことがあります。この状態は中枢神経に重大な後遺症

を残したり、生命に危機をもたらすもので、非常に危険です。服薬によっ

て発作を抑制されている方も、全く例外ではありません。

てんかんで服薬中の方は、決して抗てんかん薬を切らすことがないよ

うに、早めの受診をお勧めします。

なお、被災地で診療可能な医療機関は、社団法人日本てんかん協会

のホームページ（http://www.jea-net.jp）で公開しています。

また、日本てんかん学会と協力をして、緊急対応的に被災地へ抗てん

かん薬を届ける体制を、現在整えつつあります。

社団法人 日本てんかん協会

http://www.jea-net.jp


2011年３月14日

「東日本大震災」で被災された

患者さんとその家族の皆さんへ

社団法人 日本てんかん協会

てんかんは継続した治療が必要です。服薬を中止しないようにしましょう。

てんかんは、急に服薬をやめると“てんかん重積状態”（普段の発作がどんな発作であれ、全

身けいれんがおこり、なおかつ止まらなくなってしまうこと）になることがあります。この状態

は、生命に危機をもたらすもので、非常に危険です。

てんかんの治療のために服薬中の方は、決して「抗てんかん薬」を切らすことがないように、

早めの受診をお勧めします。

受診をされる際のお願い

被災地において、医療機関を受診される際に、次の点を優先順位としてお考えください。

１．普段のかかりつけ病院、かかりつけ医の受診を最優先に考えてください。

２．かかりつけ医の受診が困難な場合、何科でもよいので、近くの診療している医療機関に相談

してみましょう。

いつもの薬であることをしっかり伝えれば、専門外（外科や皮膚科など）の先生でも処方し

てもらえる可能性が十分あります。

３．医療機関の受診が困難な場合で、院外薬局で処方されている方は、かかりつけの薬局に相談

してみましょう。

処方せんは後から届けることにする、かかりつけの病院に連絡をしてもらうなど、何らかの

便宜を図ってもらい、調剤してもらえる（お薬をもらえる）かもしれません。

４．以上、すべてが困難な場合には、別に示すてんかん専門の医療機関を受診してください。

現在診療中で、てんかんの患者さんを受け付けてもらえることを確認できた医療機関です。

（現在、社団法人日本てんかん協会のホームページで更新中です。）

＊かかりつけ医以外の医療機関を受診する方で、処方内容がわからない方は、実際のお薬を持参

することをお勧めします。お薬があれば、処方せんがなくても処方することは可能です。

＊てんかんに関連して、症状に変化のある方で、抗てんかん薬の調整を希望される方は、できる

だけ専門医（てんかん専門医、小児神経専門医）を受診することをお勧めします。


